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資料２ 

市民センター改修について（概要） 
 

１．市民センターの改修期間                               

令和６年９月～令和７年 10 月 ※令和７年 11 月から再開予定 

 

 

２．利用区分の変更                                     

より多くの方に公民館を利用していただくために、開館時間を延⾧し、利用区分を下表のとお
り変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利用開始月 各部屋抽選予約（３か月） 

西河原公民館 令和６年９月から 令和６年６月から 

中央公民館 令和７年 11 月から 令和７年８月から 
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３．西河原公民館の祝日開館                                 

市民センター改修による中央公民館の休館に伴い、利用者の利便性の向上を図るため、中央公
民館で実施している祝日開館について、西河原公民館においても実施します。 
 

①開始月 :令和６年９月から 
 
②祝日開館日 
・成人の日   １月の第二月曜日 (令和７年１月 13 日(月)から) 
・海の日    ７月の第三月曜日 (令和７年７月 21 日(月)から) 
・敬老の日   ９月の第三月曜日 (令和６年９月 16 日(月)から) 
・スポーツの日 10 月の第二月曜日 (令和６年 10 月 14 日(月)から) 

 
③開館時間:午前９時から午後７時まで 

※ 西河原公民館図書室は午前 10 時から午後５時まで 
 

 

４．中央公民館の代替施設                                

①西河原公民館 

  中央公民館と同様に施設予約システムで３か月前の抽選予約が申し込めます。 

 

 ②学校施設（特別教室） 
・狛江第一小学校 ⇒ 音楽室 
・和泉小学校   ⇒ 会議室・多目的プレイルーム 
・緑野小学校       ⇒ 多目的スペース・第二音楽室 
・狛江第一中学校 ⇒ 和室 
・狛江第二中学校 ⇒ 特別活動室 
現在の登録でも施設予約システムで１か月前の抽選予約が申し込めます。 

  ※学校によっては、改修工事・その他の理由で利用できない期間があります。 

 

 ③地域センター・地区センター 

  利用するためには、地域センターは各地域センターで、地区センターは市役所２階地域活性課

で、それぞれ団体登録をする必要があります(手続の負担軽減策調整中)。 

 


